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１ 策定の趣旨 

川越市土地開発公社（以下「公社」といいます。）は、公共用地等の取得、管理

及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与するこ

とを目的に昭和 49年に設立されました。 

公社は、本市からの依頼に基づき、事業用地や代替地の先行取得を行ってきまし

たが、社会経済状況の変化や本市の財政事情等により、公社から本市への土地の買

戻しが十分進んでいない状況にあります。 

その結果、公社の取得した土地の保有期間が長期化することにより、公共事業の

進ちょくに遅れが生じるだけでなく、先行取得をするために本市が金融機関等に債

務保証を行って調達した借入金に係る財政的リスクも増加するおそれがあります。

このため、今後は公社の経営だけでなく市の財政運営への影響が懸念されます。 

本市では、平成 25 年 2 月の総務副大臣通知による「土地開発公社経営健全化対

策」を踏まえ、平成 26年 3月に「川越市土地開発公社保有物件買戻し計画」（計画

期間：平成 26年度～平成 30年度）を策定し、公社の保有土地の計画的な買戻し等

に取り組んでいます。しかしながら、現在も簿価総額が標準財政規模の 1割以上に

相当する土地を公社が保有している状況にあります。 

平成 26 年 8 月には、総務大臣通知により各地方公共団体が第三セクター等の効

率化・経営健全化に取り組むことを求められるとともに、経営改革等のガイドライ

ンとして「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」（以下「指針」といいま

す。）が策定されました。 

平成 30 年 2 月には、総務省自治財政局公営企業課長通知の「第三セクター等の

経営健全化方針の策定について」により、相当程度の財政的なリスクが存在する第

三セクター等と関係を有する地方公共団体は第三セクター等の経営健全化のため

の方針（以下「経営健全化方針」といいます。）の策定、公表を求められています。 

このため、本市は、平成 31 年度以降、公社の保有土地を計画的に買い戻すとと

もに、公社の経営健全化と将来における本市の財政負担の軽減を図ることを目的と

して、本計画を策定することとします。なお、本計画は、指針を踏まえた「経営健

全化方針」としての位置付けを併せ持つこととします。 

 

 

２ 土地開発公社の現状 

⑴ 保有土地の簿価総額等と標準財政規模の状況 

平成 29 年度決算では、保有土地総額は 80 億 7,274 万円であり、標準財政規模

（627億 6,334万円）に対する割合は 12.86％となりました。 

一方、保有期間 5年以上の長期保有土地総額は 56億 6,440万円であり、標準財

政規模に対する割合は 9.03％となりました。 

平成 26 年度から平成 27 年度にかけては、新河岸駅周辺整備、本川越駅西地区

整備、菅間第二学校給食センター整備等に伴う事業用地の買戻しが進められた結
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果、標準財政規模に対する保有土地総額と長期保有土地総額の割合は低下しまし

た。しかし、最近では川越駅西口周辺地区での事業用地の先行取得の影響により、

保有土地総額の標準財政規模に対する割合が上昇しています。 

 
 

 ⑵ 借入金に係る利子の状況 

公社は、金融機関等からの借入金により土地の取得を行っています。この借入

金に係る利子は、毎年度市が利子補給として補助金を交付することにより公社保

有土地の簿価の上昇を抑制しています。 

市からの利子補給額は、公社の借入利率の低減等により減少しています。 

平成 29年度決算では、利子補給額が 3,192万円となりました。 
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⑶ 土地開発公社の経営状況 

貸借対照表によると、平成 29 年度決算では、公社の資産（80 億 9,563 万円）

のうち土地の占める割合は 80億 7,274万円（99.7％）であり、本市からの依頼に

基づき先行取得した土地が資産の大半を占めています。 

損益計算書によると、平成 29年度決算では、経常利益が 1,352万 1千円となり

ますが、主なものは保有土地の賃借による収益等によるものです。 

 

 

 

  

川越市土地開発公社　損益計算書（平成25年度～平成29年度）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業収益(a) 3,508,766 1,352,890 2,563,045 139,219 169,017

事業原価(b) 3,495,048 1,337,796 2,549,679 120,750 154,584

販売費及び一般管理費
(c)

1,745 1,861 1,865 1,810 1,866

事業利益(d = a-b-c) 11,973 13,233 11,501 16,659 12,567

事業外収益(e) 83,217 73,187 58,820 34,225 32,870

事業外費用(f) 81,873 72,107 57,724 33,260 31,916

経常利益(g = d+e-f) 13,317 14,313 12,597 17,624 13,521

当期純利益 13,317 14,313 12,597 17,624 13,521

金額（千円）
項　　目

川越市土地開発公社　貸借対照表（平成25年度～平成29年度）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

資産合計 10,003,885 8,676,841 6,962,481 7,564,061 8,095,629

（うち現金及び預金） (338,717) (320,427) (274,731) (342,521) (22,888)

（うち公有用地） (7,510,674) (6,264,747) (4,596,081) (5,177,114) (6,028,315)

（うち代行用地） (2,091,665) (2,091,665) (2,091,665) (2,044,426) (2,044,426)

（うち代替地） (62,828) 0 0 0 0

（うち未収収益） (1) (2) (4) 0 0

負債合計 9,146,486 7,805,129 6,078,172 6,662,128 7,180,174

（うち当該地方公共団体
からの借入金）

0 0 0 0 0

資本合計 857,399 871,712 884,309 901,933 915,455

金額（千円）
項　　目
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３ 川越市土地開発公社保有物件買戻し計画の達成状況 

   川越市土地開発公社保有物件買戻し計画では、平成 25 年 2 月の「土地開発公社

経営健全化対策」を踏まえ、次の基準を達成することを目標として掲げるとともに、

本市独自の取組として保有土地残高に関する基準を定めました。 

平成 29 年度決算において、標準財政規模に対する保有土地と長期保有土地の簿

価総額の割合はいずれも基準を達成しましたが、本市独自で設定した平成 24 年度

末での保有土地と長期保有土地の簿価総額の割合は基準を達成することができま

せんでした。 

 

⑴ 公社の保有土地の総額 

① 公社の保有土地の総額を計画期間末までに標準財政規模に対する割合を 0.2

（20％）以下に維持する。 

平成 29 年度末の 

土地の簿価総額（A） 

平成 29 年度の 

標準財政規模（B） 

土地の簿価総額に 

対する標準財政規模 

の割合（C＝A／B） 

達成度 

8,072,740千円 62,763,342千円 12.86％ 20％を下回り達成 

 

② 本市独自の取組として公社の保有土地の総額を平成 24 年度末の保有残高の

4割以下に縮減する。 

平成 29 年度末の 

土地の簿価総額（A） 

平成 24 年度末の 

土地の簿価総額（B） 

平成 24 年度に対する 

平成 29 年度の土地の 

割合（C＝A／B） 

達成度 

8,072,740千円 11,615,677千円 69.50％ 40％を上回り未達成 

 

⑵ 公社の長期保有土地の総額 

① 公社の長期保有土地の総額を計画期間末までに標準財政規模に対する割合

を 0.1（10％）以下に維持する。 
平成 29 年度末の 

長期保有土地の 

簿価総額（A） 

平成 29 年度の 

標準財政規模（B） 

長期保有土地の簿価 

総額に対する標準財政

規模の割合（C＝A／B） 

達成度 

5,664,395千円 62,763,342千円 9.03％ 10％を下回り達成 

 

② 本市独自の取組として公社の長期保有土地の総額を平成 24 年度末の保有残

高の 4割以下に縮減する。 
平成 29 年度末の 

長期保有土地の 

簿価総額（A） 

平成 24 年度末の 

長期保有土地の 

簿価総額（B） 

平成 24 年度に対する 

平成29年度の長期保有

土地の割合（C＝A／B） 

達成度 

5,664,395千円 8,594,809千円 65.90％ 40％を上回り未達成 
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４ 経営健全化方針の策定 

平成 30年 2月の「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」によると、

第三セクター等が次の基準に該当する場合には、地方公共団体は「経営健全化方針」

を策定する必要があるとしています。 

① 債務超過法人 

② 実質的に債務超過である法人 

③ 地方公共団体が多大な財政的リスクを有する法人 

④ その他、各地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を勘

案し、経営健全化の取組が必要である法人 

 

公社に関しては、上記②と③の基準について具体的な要件が定められており、平

成 29 年度決算における公社保有土地の簿価総額に関し、次のア及びイの要件に照

らすとイの要件に該当するため、本市は「経営健全化方針」を策定する必要があり

ます。 

 

ア 実質的に債務超過である法人 

債務保証等の対象となっている保有期間が 5 年以上の土地の簿価総額が、

当該地方公共団体の標準財政規模の 10％以上である場合 
平成 29 年度末の 

5 年以上の土地の 

簿価総額（A） 

平成 29 年度の 

標準財政規模（B） 

5 年以上の土地の簿価

総額に対する標準財政

規模の割合（C＝A／B） 

経営健全化方針の 

策定が求められる 

基準の該当性 

5,664,395千円 62,763,342千円 9.03％ 10％を下回り該当なし 

 

イ 地方公共団体が多大な財政的リスクを有する法人 

地方公共団体が第三セクター等に対して行う損失補償、債務保証及び短期

貸付けの標準財政規模に対する比率が、当該地方公共団体の「実質赤字の早

期健全化基準の水準」に達している場合 

平成 29 年度末の 

公社保有の土地の 

簿価総額（A） 

平成 29 年度の 

標準財政規模（B） 

公社保有の土地の簿価

総額に対する標準財政

規模の割合（C＝A／B） 

経営健全化方針の 

策定が求められる 

基準の該当性 

8,072,740千円 62,763,342千円 12.86％ 11.25％を上回り該当あり 

 

 

※ 実質赤字の早期健全化基準の水準（実質赤字比率） 

  一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率を「実質赤

字比率」といい、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全

化判断比率の一つです。 

この実質赤字比率に関し、「財政健全化計画」の策定が義務付けられる「早

期健全化基準」の水準は本市の場合 11.25％、「財政再生計画」の策定が義務

付けられる「財政再生基準」の水準は本市の場合 20.00％とされています。 
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５ 土地開発公社の経営健全化の取組に係る検討 

⑴ 公社の意義 

   本市では、安全・安心で快適に暮らせる都市づくりを推進するため、道路、公

園などさまざまな都市施設の整備を進めています。平成 27年度末現在の本市の都

市計画道路改良率は 47.43％（55市町中 47位）であり、埼玉県内の都市計画道路

改良率（63.27％）を大きく下回っています。 

都市計画道路を含む都市施設の整備においては、事業用地や代替地の確保が課

題となりますが、公社による先行取得方法は機動的に対応できる点からも効果的

であり、本市においても公社の必要性は高いものと考えられます。 

 

 ⑵ 公社の採算性 

    公社による事業用地や代替地の先行取得は、金融機関等からの借入金を原資と

して行われ、当該事業用地や代替地の買戻しも簿価によることを基本としていま

す。このため、先行取得における収益性や採算性は高いとはいえず、完全民営化

や民間への売却は困難であると考えられます。 

 

 ⑶ 事業手法の選択 

   事業用地や代替地の取得は、公共性・公益性が高い業務であるものの、採算性

が高いものではないことから、完全民営化や民間への売却はなじまないといえま

す。また、本市の都市計画道路改良率等を考慮すると、機動的に事業用地や代替

地を先行取得する役割を公社が引き続き担う必要性があると考えられます。 

このことから、事業手法としては大幅な経営改革を通じて公社の経営健全化に

取り組むことが必要であると考えられます。 

 

 

６ 計画の取組期間 

平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度までの 5年間とします。 

ただし、社会情勢の急激な変化等、特別の事情が生じた場合は見直しができるも

のとします。 
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７ 目標 

計画的な取得依頼及び買戻しに努めるとともに、「第三セクター等の経営健全化

等に関する指針」等を踏まえ、次に掲げる基準を達成することを目標とします。 

① 計画期間末までに、保有期間が 5 年以上の土地の総額を標準財政規模に対し

10％を下回ることとします。 

② 計画期間末までに、公社の保有土地の総額を標準財政規模に対し、本市の「実

質赤字の早期健全化基準の水準（11.25％）」を下回ることとします。 

 

 

８ 計画推進の手法 

本計画の推進に当たっては、買戻し工程表に基づき、取得要因となった事業の所

管課で予算要求するものとします。また、事業化に当たっては、国庫補助金等の財

源確保に努めるものとします。 

今後の公社の土地取得依頼については、取得年度を含めて原則 5年度以内に買戻

すように努めるものとし、財政状況や、保有地の事業化が可能な場合は前倒し実施

できるものとします。 

また、毎年度の決算時には、計画の進捗状況を財政課において確認するものとし

ます。 
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９ 保有土地買戻し工程 

 ⑴ 公社の各年度の用地取得・処分・保有計画 

 

 

 

  

（単位：千円）

実績 見込

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

平成34年度
（2022年度）

平成35年度
（2023年度）

7,221,539 8,072,740 8,887,661 8,705,104 7,905,104 7,755,104 7,555,104

1,005,785 1,334,197 635,569 500,000 450,000 400,000 350,000

154,584 519,276 818,126 1,300,000 600,000 600,000 900,000

⑴　設立・出資団体
による取得 154,584 519,276 818,126 1,300,000 600,000 600,000 900,000

⑵　国その他地方
公共団体等による
取得

⑶　民間売却

8,072,740 8,887,661 8,705,104 7,905,104 7,755,104 7,555,104 7,005,104

うち長期保有土地 5,664,395 5,730,453 5,011,572 5,694,992 5,170,929 5,471,711 4,641,162

62,763,342 63,722,760 63,722,760 63,722,760 63,722,760 63,722,760 63,722,760

保有土地の簿価総
額／標準財政規模 12.86% 13.95% 13.66% 12.41% 12.17% 11.86% 10.99%

長期保有土地の簿
価総額／標準財政
規模

9.03% 8.99% 7.86% 8.94% 8.11% 8.59% 7.28%

４　当該年度利子・管
理費等（簿価計上額）

５　年度末保有額

標準財政規模

区分

計画

公共用地先行取得に係る
事業

１　年度当初保有額

２　取得計画額

３　処分計画額
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 ⑵ 買戻し工程表 

 

 

 

 

 

  

№
取得
年度

物件名称 簿価（千円） 処分方針 買戻し予定年度 事業予定年度

1 H6 （仮称）川越市新清掃センター建設事業用地（なぐわし公園） 2,044,426 市が再取得 H32以降 H32以降

2 H7 中原町2丁目地内公共用地 747,921 市が再取得 H31 H31～

3 H10 （仮称）森林公園計画事業用地⑸ 119,685 市が再取得 H36以降 H36以降

4 H12 （仮称）森林公園計画事業用地⑹ 121,648 市が再取得 H36以降 H36以降

5 H13 （仮称）森林公園計画事業用地⑺ 158,045 市が再取得 H36以降 H36以降

6 H13 （仮称）森林公園計画事業用地⑻ 87,541 市が再取得 H36以降 H36以降

7 H13 （仮称）森林公園計画事業用地⑼ 36,989 市が再取得 H36以降 H36以降

8 H13 都市計画道路3.4.15号新河岸駅前通線事業用地⑵ 53,575 市が再取得 H36以降 H36以降

9 H14 （仮称）森林公園計画事業用地⑽ 144,730 市が再取得 H36以降 H36以降

10 H14 大堀山館跡史跡公園用地 80,920 市が再取得 H36以降 H36以降

11 H15 川越市南部地域公共広場敷地⑵ 65,320 市が再取得 H36以降 H36以降

12 H15 都市計画道路3.4.15号新河岸駅前通線事業用地⑶ 6,180 市が再取得 H36以降 H36以降

13 H15 （仮称）森林公園計画事業用地⑾ 275,460 市が再取得 H36以降 H36以降

14 H16 （仮称）森林公園計画事業用地⑿ 125,939 市が再取得 H36以降 H36以降

15 H16 （仮称）森林公園計画事業用地⒀ 55,103 市が再取得 H36以降 H36以降

16 H17 （仮称）森林公園計画事業用地⒁ 47,332 市が再取得 H36以降 H36以降

17 H17 （仮称）森林公園計画事業用地⒂ 82,620 市が再取得 H36以降 H36以降

18 H19 （仮称）森林公園計画事業用地⒃ 27,828 市が再取得 H36以降 H36以降

19 H20 （仮称）森林公園計画事業用地⒄ 63,402 市が再取得 H36以降 H36以降

20 H20 （仮称）新河岸駅周辺整備事業用地 430,633 市が再取得 H36以降 H36以降

21 H21 （仮称）今成公園整備事業用地 324,282 市が再取得 H32以降 H32以降

22 H22 都市計画道路3.5.18号川越所沢線事業用地 42,805 市が再取得 H32以降 H32以降

23 H22 （仮称）新河岸駅周辺整備事業用地⑹ 189,030 市が再取得 H36以降 H36以降

24 H23 都市計画道路3.5.18号川越所沢線事業用地⑵ 26,693 市が再取得 H32以降 H32以降

25 H23 都市計画道路3.5.18号川越所沢線事業用地⑶及び同事業代替地 99,029 市が再取得 H36以降 H36以降

26 H23 （仮称）森林公園計画事業用地⒅ 32,005 市が再取得 H36以降 H36以降

27 H24 市民体育館建設事業用地 175,255 市が再取得 H32以降 H32以降

28 H25 （仮称）新河岸駅周辺整備事業用地⑿及び同事業代替地 43,340 市が再取得 H36以降 H36以降

29 H25 （仮称）新河岸駅周辺整備事業用地⒀ 22,717 市が再取得 H36以降 H36以降

長期保有土地 5,730,453

1 H26 （仮称）森林公園計画事業用地⒆ 27,854 市が再取得 H36以降 H36以降

2 H26 （仮称）新河岸駅周辺整備事業用地⒂ 1,187 市が再取得 H36以降 H36以降

3 H27 （仮称）川越駅西口周辺整備事業用地（道路用地） 284,118 市が再取得 H36以降 H36以降

4 H27 （仮称）川越駅西口周辺整備事業用地（道路用地以外） 434,556 市が再取得 H36以降 H36以降

5 H28 （仮称）森林公園計画事業用地⒇ 20,059 市が再取得 H36以降 H36以降

6 H28 南古谷駅周辺整備事業用地 126,083 市が再取得 H31以降 H31以降

7 H29 （仮称）森林公園計画事業用地(21) 51,453 市が再取得 H36以降 H36以降

8 H29 （仮称）川越駅西口周辺整備事業用地⑵ 817,964 市が再取得 H32以降 H32以降

9 H29 初雁公園整備事業用地 31,365 市が再取得 H36以降 H36以降

10 H29 （仮称）新河岸駅周辺整備事業用地⒄ 28,372 市が再取得 H36以降 H36以降

11 H30 （仮称）森林公園計画事業用地(22) 69,451 市が再取得 H36以降 H36以降

12 H30 （仮称）新宿町1丁目広場整備事業用地 1,264,746 市が再取得 H32以降 H32以降

保有期間5年未満の土地 3,157,208

保有土地　合計 8,887,661

※　平成30年度末見込みの保有物件に基づき記載している。
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１０ その他の取組事項 

   その他にも市及び公社の双方において、次の取組を行っていくこととします。 

 ⑴ 市の取組 

  ① 取得目的の明確化等 

    公社へ土地取得を依頼する際には、以下の事項を総合的に勘案の上、依頼の

是非を判断することとします。 

   ア 取得目的（事業目的）が明確であること 

   イ 公社の土地取得後、原則として 5年以内に市が土地を買い戻す見込みがあ

ること 

   ウ 公社の活用により、国庫支出金等の特定財源の活用が図れること 

   エ 当該土地取得に対する緊急性があること 

   オ 代替地を取得依頼する場合は、当該代替地を計画的に提供できる見込みが

あること 

 

  ② 公社の借入に対する利子補給 

    今後も、公社の借入金に係る利子補給（補助）を継続することとし、公社保

有土地の簿価上昇の抑制を図ります。 

 

 ⑵ 公社の取組 

  ① 借入金利の抑制 

事業資金の調達に当たり、今後も借入利率の照会（入札）を継続することに

より借入金利の抑制に努めていくこととします。 

 

② 保有土地の有効活用（暫定活用等） 

  市が買い戻すまでの間の暫定活用として、公社において、保有土地を駐車場

等として貸し付けることで、平成 29年度には約 1,443万 3千円の収益を上げて

います。 

今後とも、事業目的の利用の妨げとならない範囲で、保有土地の有償貸付等

の有効活用に努めていくこととします。 
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参考 

川越市土地開発公社の概要 

 

 

１ 法人名     川越市土地開発公社 

 

２ 代表者名    川越市長 川 合 善 明 

 

３ 所在地     埼玉県川越市元町 1丁目 3番地 1 

 

４ 設立年月日   昭和 49年 8月 22日 

 

５ 基本財産    500万円 

【当該地方公共団体の出資額（出資割合） 500万円（100％）】 

 

６ 業務内容（川越市土地開発公社定款第 20条第 1項及び第 2項） 

⑴ 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと 

  ① 公有地の拡大の推進に関する法律第 4条第 1項又は第 5条第 1項に規定する

土地 

  ② 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地 

  ③ 公営企業の用に供する土地 

  ④ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 

  ⑤ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地 

  ⑥ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土

地 

⑵ 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務 

団地の造成事業を行うこと 

⑶ ⑴及び⑵の業務に附帯する業務を行うこと 

⑷ ⑴の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は⑵の事業の実施と併せ 

て整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づく 

もの及び当該業務に附帯する業務を行うこと 

⑸ 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、 

調査、測量その他これらに類する業務を行うこと 

 

 


